
議案第５８号 

 

   木津川市営住宅管理条例の一部改正について 

 

木津川市営住宅管理条例（平成１９年木津川市条例第１８４号）の一部を別紙のと

おり改正する。 

 

令和６年８月３０日提出 

 

木津川市長 谷口 雄一   

 

 

 

 

 

   提案理由 

 市営住宅のうち、用途廃止を行った尻枝団地について、本条例から削除するもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



木津川市条例第   号 

 

木津川市営住宅管理条例の一部を改正する条例（案） 

 

 



木津川市営住宅管理条例（平成１９年木津川市条例第１８４号）の一部を次のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 
別表（第３条関係） 
 １ 市営住宅 
  （１）公営住宅 

団地名 位置 
（略） 

第２中之島団地 木津川市木津川端地内 

（略） 
  （２）・（３） （略） 
 ２ （略） 

別表（第３条関係） 
 １ 市営住宅 
  （１）公営住宅 

（２）・（３） （略） 
 ２ （略） 

団地名 位置 
（略） 
第２中之島団地 木津川市木津川端地内 
尻枝団地 木津川市加茂町尻枝縄手地内 
（略） 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 
政策等の形成過程の説明資料 

 

議 案 名 議案第５８号 木津川市営住宅管理条例の一部改正について 

担 当 課 施設整備課 住宅係 

 

提 案 事 項 の 概 要 等 

（必要性、効果等） 

 

 

 市営住宅のうち、用途廃止を行った尻枝団地について、本条例

の別表から削除するものです。 

提案に至るまでの経緯 

・令和４年３月  最終の入居者明渡 

・令和６年１月  住宅解体工事完了 

・令和６年３月  用途廃止 

・令和６年７月  木津川市営管理審議会で本案のとおり承 

認の答申 

市 民 参 加 の 状 況 

■有  □無 

・木津川市営住宅管理審議会に諮問（令和６年７月２６日） 

   

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
６ 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵ま
れたまちづくり 

政 策 分 野 １３ 都市基盤 

施 策 

② 住宅 

ア．豊かで安心できる住宅セーフティネットの形 

成 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 

□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

 木津川市営住宅ストック総合活用計画に基づき、効率的運営を
行います。 

 


